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表記となっている場合を除き，原則として平仮名で記載しています。 
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１ 策定趣旨                                 

 

この計画は，障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号。

以下「障害者雇用促進法」という。）第７条の３の規定に基づき，厚生労働大臣が

定める障害者活躍推進計画作成指針に即して，本市が実施する障がいのある職員の

職業生活における活躍の推進に関する取組について作成するものです。 

本計画のもと，障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりに向

けて取り組んでまいります。 

 

２ 策定主体                                 

 

本市全体で障がい者の活躍推進に向けた取組を推進するため，各任命権者が連名

で計画を策定します。 

 

３ 計画期間                                 

 

令和３年度から令和７年度までの５年間を計画期間とします。 

計画期間内においても，毎年度，取組状況等を把握・検証し，必要に応じて計画

の見直しを行います。 

 

４ 本市における障がい者雇用等の状況                     

   

障害者雇用促進法では，地方公共団体の責務として，「自ら率先して障害者を雇

用するように努めなければならない」とされ，障がい者の雇用の場の確保に向けて，

民間企業等よりも高い法定雇用率が設定されています。 

  本市の市長部局，教育委員会，上下水道事業及び病院事業おける令和２年６月１

日現在の障がい者雇用率は次のとおりです。 

 

任命権者 

法定雇用障がい者

数の算定基礎とな

る職員数 (a) 

障がい者数 

    (b) 

実雇用率 

  (b)/(a) 
不足数 

全体 ２，３４０人 ５９人 ２．５２％ ０人 

市長等（※1） １，１３４.５人 ３１人 ２．７３％ ０人 

教育委員会 ４４２．５人 ７人 １．５８％ ５人 

上下水道事業 ５９人 １人 １．６９％ １人 

病院事業 ８５４人 ２０人 ２．３４％ １人 

令和２年６月１日現在の障がい者雇用率 

 ※１ 「市長等」には議会事務局，選挙管理委員会，監査委員事務局，農業委員会が含まれる。 
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５ 現状と課題                                

 

  本市では，障がい者の雇用を確保するため，障がいのある正職員等の採用を行っ

ており，令和２年６月１日時点で法定雇用率を達成しています。 

  また，本年度実施いたしました職員アンケートでは，階段等の物理的な環境や，

業務上の配慮，相談体制の充実が求められており，このことから，障がいのある職

員の活躍の推進を図るため，今後も引き続き計画的な採用と，より働きやすい職場

環境づくりに努める必要があります。 

 

６ 数値目標等                                

 

目標項目 現状値（近似値） 達成すべき目標 

①雇用率 

・令和２年６月１日時点 

２．５２％ 

※法定雇用率 ２．５０％ 

・令和７年６月１日 

２．６０％ 

②雇用推進に関する理

解の促進 

 障がいに関する理解促

進・啓発のための研修等の実

施。 

③職員の定着 
 不本意な離職者を生じさ

せない。 

④職場の満足度 

全体評価    ７０％ 
・前年度比増（毎年度） 

「満足」，「やや満足」の割

合を高める。 物理的な作業環境 

        ４５％ 

相談体制等の職場環境 

        ３９％ 

 

※目標項目の「評価方法」は次のとおりです。 

・「①雇用率」については，毎年の任免状況通報により把握し，進捗の管理を行い

ます。（法定の障がい者雇用率について，今後変更があった場合には，その率を

下回らないことを目標とします。） 

・「②雇用推進に関する理解の促進」については，毎年実施している研修参加状況

を把握し，進捗の管理を行います。 

・「③職員の定着」については，毎年の任免状況通報時期に把握し，会計年度任用

職員については，前年度中に任用されていた職員について，次年度の任用状況に

より把握します。 

 ・「④職員の満足度」については，障がいのある職員を対象にアンケート調査を実

施し，現状の把握と進捗の管理を行います。 
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７ 取組内容                                 

 

（１）障がい者の活躍を推進する体制整備 

    障がい者の活躍推進に向けた取組を持続的・継続的に進めていくためには，

計画策定から取組の推進・見直しに係るＰＤＣＡサイクルを確立するなどの推

進体制を整備する必要があります。 

また，障がいのある職員が所属長等に相談できる体制を整えるとともに，全

ての職員が障がいに対する理解を深めていくことが重要です。 

 

① 「障害者雇用推進者」の選任 

  各任命権者において，人事担当課長を「障害者雇用推進者」として選任し，

全庁的に取組を推進します。 

 

   ② 相談先の確保等 

 ア 「障害者職業生活相談員」の配置 

   各任命権者において障がいのある職員が５名以上となった場合は，「障

害者職業生活相談員」を配置します。相談員は，障がいへの理解を深め，

障がいのある職員を適切に支援するために必要なハローワーク等が実施

する研修を受講することとします。 

 

    イ 庁内相談窓口の設置 

      障がいのある職員本人や，職場で支援にあたる所属長等が相談できる窓

口を人事担当課に設置します。相談者の意向等を踏まえ，必要に応じて，

産業医とも連携を図ります。 

 

③ 障がいへの理解促進のための職員向けの研修の実施 

     具体的な事例等を盛り込んだ障がいへの理解に係る研修を全職員対象に

実施します。 

 

（２）障がい者の活躍の基本となる職務の選定，創出 

    職員の活躍を推進していくためには，一人ひとりの障がいの特性や能力，希

望等を十分把握しながら，総合的に業務との適切なマッチングを図っていくこ

とが重要です。 

 

① 新規採用時 

  新規採用時に障がいの特徴や留意すべき事項を確認し，業務の選定（既存

業務の切り出し等）や創出（複数の作業の組み合わせによる新規業務の創出

等）のための資料とします。 
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② 自己申告調書の活用や所属長との面談 

  採用後も，自己申告調書の活用や所属長による面談等を通じて，障がいの

特性や能力，希望等を把握することで障がい者の活躍の場の拡大と，業務と

の適切なマッチングを推進します。 

 

（３）障がい者の活躍を推進するための職場環境 

    職員が安心して働ける環境を整え，能力・意欲を最大限発揮していくために

は，施設整備等のほか，所属長による障がいの特性等の把握を通じた合理的配

慮の提供を行う必要があります。 

 

① 施設の整備 

  障がいの特性に配慮し，公共施設のバリアフリー化に向けた整備に努めま

す。 

 

② 所属長との面談の実施 

  所属長による面談等を通じて，障がいの特性や能力，希望等を把握し，働

きやすい職場環境に向けて合理的な配慮に努めます。 

 

（４）障がい者の活躍を推進するための人事管理 

    職員の採用等を行うにあたっては，厚生労働省が示している「障害者差別禁

止指針」及び「合理的配慮指針」等を十分に踏まえて対応します。 

    また，採用した後も，ＯＪＴや各種研修，人事異動等を通じて，計画的にキ

ャリア形成を図っていくことが重要です。 

 

① 採用の取組 

  職員採用試験は，受験資格に障がい者である要件を付して募集を行うなど，

積極的な採用活動を実施します。 

 採用試験の実施にあたっては，受験者の要望等を踏まえ，障がい特性への

配慮に努めます。 

なお，募集・採用に当たっては，以下の取扱いを行いません。 

   ア 特定の障がいを排除し，又は特定の障がいに限定する。 

   イ 「自力で通勤できること」や「介助者なしで業務遂行が可能」とい

った条件を設定する。 

   ウ 「就労支援機関に所属・登録し，雇用期間中支援が受けられること」

といった条件を設定する。 

   エ 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 
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② キャリア形成に向けた取組 

  階層別研修や専門研修等を通じて，実務能力の向上と高い専門性の習得を

図ります。また，研修受講にあたっては，障がいの特性等に応じ，必要な配

慮を行います。 

 

   ③ 働き方の推進 

     ワーク・ライフ・バランスの実現や働きやすい職場環境を形成するため，

時間単位の年次有給休暇や各種休暇の利用を促進するとともにテレワーク

勤務のための環境整備を推進します。 

 

④ 障がいの特性を踏まえた人事異動 

  所属長との面談や人事異動の希望調書等を通じて，障がいの特性や能力，

希望等を把握するとともに，人事異動にあたっては，業務との適切なマッチ

ング等を図ります。 

 

（５）その他 

    国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以

下「優先調達推進法」という。）等を踏まえ，本市で障がいのある職員を任用

するだけでなく，企業等における障がい者の活躍の場の拡大に向けた取組を推

進します。 

 

① 障害者就労施設等への発注等 

  優先調達推進法に基づく障害者就労施設等への発注などの取組を通じ，障

がい者の活躍の場の拡大を推進します。 

 

 

８ 周知・公表                                

 

  本計画は，庁内グループウェア等により，全ての職員に対して周知するとともに，

市のウェブサイトに掲載するなど，適切な方法で公表します。 

また，数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等について周知・公

表します。 
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